
大
学

又
は

短
期

大
学

実
務

経
験

養
成

施
設

大
学

院

資
格

（
根

拠
法

）
１

年
２

年
３

年
４

年
６

年
７

年
換

算
方

法

短
期

大
学

（
３

年
）
（
指

定
科

目
）
＋

実
務

３
年

以
上

法
第

1
4
条

第
２

号

法
第

７
条

第
1
0
条

大
学

４
年

（
指

定
科

目
）

学
歴

＋
実

務
経

験
要

件

大
学

（
指

定
科

目
）
＋

実
務

２
年

（
※

）
以

上

短
期

大
学

３
年

（
指

定
科

目
）
＋

実
務

１
年

以
上

短
期

大
学

２
年

（
指

定
科

目
）
＋

実
務

２
年

以
上

大
学

４
年

（
基

礎
科

目
）
＋

短
期

養
成

施
設

６
月

以
上

短
期

大
学

３
年

（
基

礎
科

目
）
＋

実
務

１
年

以
上

＋
短

期
養

成
施

設
６

月
以

上

短
期

大
学

２
年

（
基

礎
科

目
）
＋

実
務

２
年

以
上

＋
短

期
養

成
施

設
６

月
以

上

法
第

７
条

第
５

条

法
第

７
条

第
８

条

法
第

７
条

第
３

号

法
第

７
条

第
４

号

法
第

７
条

第
９

号

根
拠

条
文

法
第

７
条

第
１

号

実
務

（
二

級
建

築
士

と
し

て
）
４

年
以

上

実
務

４
年

以
上

＋
一

般
養

成
施

設
１

年
以

上

大
学

４
年

＋
一

般
養

成
施

設
１

年
以

上

一
級

建
築

士
（
建

築
士

法
）

（
※

）
大

学
院

の
課

程
に

お
い

て
、

建
築

士
事

務
所

等
で

行
う

イ
ン

タ
ー

ン
シ

ッ
プ

及
び

必
要

と
な

る
関

連
科

目
の

単
位

を
所

定
の

単
位

数
取

得
し

た
場

合
に

は
、

実
務

の
経

験
と

み
な

さ
れ

る
規

定
も

あ
る

（
3
0
単

位
以

上
＝

２
年

、
1
5
単

位
以

上
＝

１
年

）
。

短
期

大
学

３
年

＋
実

務
１

年
以

上
＋

一
般

養
成

施
設

１
年

以
上

短
期

大
学

２
年

＋
実

務
２

年
以

上
＋

一
般

養
成

施
設

１
年

以
上

短
期

大
学

（
２

年
）
等

（
指

定
科

目
）
＋

実
務

４
年

以
上

法
第

1
4
条

第
１

号

法
第

1
4
条

第
３

号

年
間

を
通

じ
た

業
務

時
間

の
概

ね
５

割
以

上
従

事
す

る
。

（
通

知
）

他
の

業
務

に
付

随
し

て
建

築
業

務
を

行
っ

た
場

合
に

は
、

全
体

の
期

間
に

占
め

る
建

築
実

務
を

行
っ

た
期

間
の

割
合

(％
)

を
記

入
し

、
実

務
期

間
を

算
定

す
る

。
（
例

：
1
 年

(在
職

期
間

)
×

5
0
％

(割
合

)＝
6
 ヶ

月
)

法
第

1
4
条

第
４

号

５
年

国
土

交
通

省
告

示
第

1
0
3
3
号

精
神

保
健

福
祉

士
及

び
一

級
建

築
士

に
お

け
る

実
務

経
験

の
期

間
に

関
す

る
規

定
等

法
第

７
条

第
４

号

法
第

７
条

第
７

号

法
第

７
条

第
２

号

精
神

保
健

福
祉

士
（
精

神
保

健
福

祉
士

法
）

第
４

回
公

認
心

理
師

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

等
検

討
会

ワ
ー

キ
ン

グ
チ

ー
ム

平
成

２
８

年
１

２
月

２
２

日
参

考
資

料
６


